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知
っ
て
お
き
た
い
税
情
報

年
金
と
税

　
一
定
の
金
額
を
超
え
る
公
的
年
金

や
そ
の
他
の
年
金
を
受
け
取
る
と
き

に
は
、
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
は
、
支
払
い
の
際
に
そ

の
年
に
か
か
る
所
得
税
を
一
定
の
割

合
で
差
し
引
く
も
の
で
す
。
こ
の「
源

泉
徴
収
税
額
」と
一
年
間
の
総
所
得

や
控
除
額
を
計
算
し
て
求
め
た「
年

税
額
」の
間
に
は
、
過
不
足
が
生
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン（
給
与
所
得
者
）の

場
合
、
こ
の
差
額
を「
年
末
調
整
」で

精
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
年

金
所
得
で
は
こ
の
よ
う
な
し
く
み
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で「
確
定
申
告
」で
精

算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
が
年
税
額

よ
り
多
い
場
合
に
は
、
支
払
っ
た
所

得
税
が
戻
る（
還
付
）こ
と
に
な
り
ま

す
。

６５
歳
以
上
の
方
の
申
告

　
こ
れ
ま
で
、
65
歳
以
上
で
所
得
が

一
定
以
下
の
方
は
非
課
税
措
置
が
取

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
よ
り

そ
の
非
課
税
措
置
が
段
階
的
に
廃
止

さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
65
歳
以
上
の
方
は
、
老
年

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
平
成
17
年
分
の
所
得
よ
り
こ

の
控
除
が
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
関
連
す
る
税
法
改
正
に
よ

り
、
公
的
年
金
等
か
ら
源
泉
徴
収
さ

れ
る
方
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
ま
で
町
県
民
税
の
申
告
で
済
ま

さ
れ
て
い
た
方
や
、
町
か
ら
町
県
民

税
の
申
告
書
が
送
ら
れ
た
方
で
も
、

確
定
申
告
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
町
の
申
告
会
場
で
は
、
町

県
民
税
申
告
書
と
簡
易
な
確
定
申
告

書（
申
告
書
Ａ
）を
受
け
付
け
ま
す
。

　
な
お
、
老
年
者
控
除
廃
止
に
伴
い
、

新
た
に
寡
婦（
夫
）控
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
と
各
種
控
除

　
介
護
保
険
料
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
な
ど
の
一
部
は
所
得
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、

「
身
体
障
害
者
手
帳
を
申
請
し
て
い

な
い
方
」、「
交
付
さ
れ
て
い
て
も
見

直
し
を
し
て
い
な
い
た
め
等
級
が
低

い
方
」は
、
障
害
者
控
除
に
係
る
認

定
証
を
も
っ
て
控
除
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
お
む
つ
使
用
証
明
書
を
用

い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
て
い
る
方

で
、
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以

降
と
な
る
方
は
、
町
で
内
容
確
認
証

明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
認
定
・
確
認
等
に
時

間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
介
護
保
険
担
当
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
に
は

証
明
書
が
必
要
で
す
！

　
今
回
の
申
告
よ
り
、
国
民
年
金
保

険
料
に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を

受
け
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
を
支
払

い
証
明
書
を
添
付
ま
た
は
提
示
す
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」は
、
前
年
11
月

上
旬（
10
月
以
降
に
初
め
て
納
付
が

あ
っ
た
場
合
は
翌
年
２
月
上
旬
）に

社
会
保
険
庁
か
ら
発
行
さ
れ
る
も
の

で
す
。
詳
し
く
は
社
会
保
険
庁
控
除

証
明
書
専
用
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ル〈
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を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
と
町
県
民
税
申
告

申
告
が
必
要
な
方

　
確
定
申
告
は
所
得
税
が
課
税
さ
れ

る
方（
還
付
の
方
は
除
く
）が
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
町
県
民
税
で
は
収
入

の
あ
っ
た
方
は
金
額
の
多
少
に
関
わ

ら
ず
、
原
則
と
し
て
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
、
町
県
民
税
申
告
ど
ち

ら
の
申
告
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
次

の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト（
表
１
・
表
２
）

を
参
考
に
判
定
し
て
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
、
全
て
の
方
が
当
て
は
ま
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
各
種
申
告
は
、
町
県
民
税
を
計
算

す
る
基
礎
資
料
と
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
や
福

祉
年
金
・
児
童
手
当
等
の
給
付
資
料

に
も
な
り
ま
す
。
申
告
資
料
の
提
出

が
な
い
場
合
に
は
、
所
得
証
明
書
や

課
税（
非
課
税
）証
明
書
等
の
発
行
が

出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
町
か
ら
町
県
民
税
の
申
告
書
が
送

ら
れ
て
い
な
い
方
で
も
、
該
当
す
る

方
は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
告
は
お
早
め
に
!!

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

申
告
期
間
は
２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

～ こんな方は申告が必要です!! ～

平成18年１月１日現在、大磯町に住んでいた。

町内に住む人の税法上の扶養家族になっている。

平成17年中に収入があった。

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

平成１８年１月１日現在、お住まいの
市区町村で申告してください。

申告は必要ありません。P3の表2に進んでください。 町県民税の申告が必要です。

　
今
年
も
所
得
税
と
町
県
民
税
の
申
告
の
時
期

に
な
り
ま
し
た
。
例
年
、
申
告
期
間
終
了
間
際

は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
申
告
会
場
が
今
年
か
ら
変
更
に
な
り

ま
し
た
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

表１


